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違反屋外広告物除却協力員の手引き

大和市では、屋外広告物法の規定に基づき、大和

市違反屋外広告物除却協力員制度実施要綱（平成20

年4月1日施行。以下、この手引きにおいて「要綱」

という。）を定め、大和市屋外広告物条例に違反す

るはり紙、はり札及び立看板の除却を行う協力員の

登録制度を設けました。

この手引きは、その運用について協力員の理解を

深め、本市における良好な景観を形成し、若しくは

風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するこ

とを目的として活用するものです。
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大和市違反屋外広告物除却協力員の手引き

１　除却協力員となる手続き

　　　除却活動をしようとする場合は、市に登録しなければなりません。

　　　登録資格及び除却活動までの流れは次のとおりとなります。

　（１）　登録資格  ・  除却活動は最低２人以上で行わ

　　　①　大和市内に在住又は在勤であること   　　なければなりません。

　　　②　社会人（成人又は勤労者）であること  ・  登録は個人でできますが、実際

　　　③　継続的かつ積極的に違反屋外広告物除  　 　の活動はお仲間が必要です。

　（２）　登録手続き

　　　①　大和市違反屋外広告物除却協力員登録

　　　　　 申請書（要綱の第１号様式）の記入

　　　②　市役所４階街づくり推進課へ提出

　（３）　講習会の受講 　内容

　　　　　　原則年２回開催（６月、１１月頃） 　　①　屋外広告物法及び大和市屋

　　 　　②　協力員の活動に関すること

　　③　事故防止に関すること

　（４）　協力員として登録    身分証明書とともに、活動に必要な道具

　  ①　腕章

　  ②　軍手、スクレーパー、ニッパー

　※　期間は、登録の日から翌年度の３月３１日までです。

　※　継続する場合は、市に要請して再登録を受けます。

　　　　　 却活動をすることができること

　　　 　外広告物条例に関すること。

    等を貸与します。



２　除却対象について

　　（１）　協力員が除却できる広告物は、

　容易に取りはずせる状態で設置されている

で

道路（公道）上の

　信号機、ガードレール、道路標識、街路樹、電柱、

　街灯柱、消火栓標識、郵便ポスト、電話ボックス、 に設置された

　路上設置の配電盤、銅像、記念碑、植樹帯等

表示内容が

　①　金融、不動産、風俗営業等に係る営利目的であるもの

　②　催し物、講演会等に係るもので、開催日等が過ぎているもの

　③　明らかに長期間設置されていたとわかるもので、汚れ又は

　　　 朽ち果てたようになっているもの

です。

　　（２）　除却できない広告物

　　　　①　国及び地方公共団体の広報資料等

　　　　②　寺社、教会等の礼式、冠婚葬祭のためのもの

　　　　③　地方の年中行事のためのもの

　　　　④　選挙運動のためのはり札、ポスター等

　　　　⑤　政治団体、労働組合等の営利を目的としないもの

　　　　⑥　公共団体、公益法人等が表示し、公益上必要と認められるもの

　　　　⑦　鉄、アルミ、ブリキ製のもの

　　　　※　判断に迷うものは、その場で除却しないでください。
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３　除却活動の流れ

　違反広告物の確認

　他の除却員に活動連絡

　計画書については概ね３日前までに、ＦＡＸ等で

　市に連絡してください。

　　※　緊急の場合等、電話での連絡も可とします

　　　 　が、その際、電話において必要事項の確認

　　　 　をさせていただきます。

　市にあらかじめ活動内容を連絡 　【　提出先　】　大和市街づくり推進課

　　「計画書」の提出　     電 話　２６０－５４８３　ＦＡＸ　２６４－６１０５

　　　 

　除　却　の　実　施 　①　身分証明書と腕章を必ず携帯してください。

　　　 ください。（注１）

　③　２人以上の協力員で活動してください。

　④　トラブル時は、大和市街づくり推進課

　　　　（２６０－５４８３）へ連絡してください。（注１）

　除　却　終　了 　①　報告書についてはその都度作成し、ＦＡＸ等

　　「報告書」を作成し、提出 　　 　で市に報告してください。
　

　除却物を市の回収者に引渡して

　終了

（注１）　市役所の閉庁日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び１２月２９日～１月３日です。

　 　 　　市役所閉庁日の連絡先は、２６３－１１１１（代表）になります。

（注２）　日程を調整させていただき、市の職員が回収に伺います。

　　　 ※　報告書は要綱の第６号様式です。

  ②　除却したものについて、電話等で回収を要請

　　※　計画書は要綱の第４号様式です。

　 　　してください。（注２）

　　Ｅ-mail　：　ma_suish@city.yamato.lg.jp

　②　市役所の閉庁日及び夜間は実施しないで


